
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

 

１．制度の概要 

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育

て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するた

めに創設された新たな通園制度です。 

 

 

【国が示す本格実施に向けたスケジュール】 

 

 

 

２．制度の意義 

こどもにとって… 

 ・家庭と異なる経験や家族以外の人と関わる機会が得られる 

 ・ものや人への興味や関心が広がり成長していく 

 ・成長発達に資する豊かな経験が得られる 

保護者にとって… 

・孤立感、不安感の解消につながる 

・育児に関する負担感を軽減することができる 

令和６年度 令和７年度 令和８年度

制度の本格実施を見据えた試行的事業
法律上制度化
（地域子ども・子育て支援事業）

法律に基づく新たな給付制度
（乳児等のための支援給付）

・118自治体で実施 ・自治体の判断において実施 ・全自治体で実施

対象施設 
保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所 

事業所内保育事業所、幼稚園 等 

対象者 ０歳６か月～満３歳未満の保育所等に通っていないこども 

利用可能時間 月 10 時間 

利用料 こども一人１時間当たり 300 円程度を標準に各施設で設定 

資料２ 


